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令和６年横審第４８号 

             裁    決 

遊覧船Ａ水上オートバイＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官畑中充出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを懲戒しない。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年７月２７日１３時０５分 

 山梨県河口湖 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 遊覧船Ａ       水上オートバイＢ 
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  総 ト ン 数             ０.１トン 

  登 録 長 ４.７５メートル    ２.６６メートル 

  機関の種類 電気点火機関     電気点火機関 

   出   力 １４７キロワット   １０７キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、操縦区画を船体ほぼ中央部に配置するＦＲＰ製遊覧船で、同

区画前部右舷寄りに操縦ハンドル、その前方に風防、同ハンドル右舷

側に機関遠隔操縦レバーをそれぞれ備え、ａ受審人が１人で乗り組み、

旅客３人を乗せ、遊覧の目的で、船首０.４メートル船尾１.２メート

ルの喫水をもって、令和６年７月２７日１２時５０分河口湖東部の桟

橋を発し、同湖西部に向かった。 

ａ受審人は、山梨県うの島北方を航過して河口湖西部に至り、１３

時０２分半少し過ぎ機関を中立運転として漂泊を始め、旅客に写真撮

影を行わせたのちに帰航することとし、１３時０４分半少し過ぎ富士

河口湖町所在の標高９５０メートルの四等三角点一之瀬（以下「一之

瀬三角点」という。）から３１０度（真方位、以下同じ。）６２０メ

ートルの地点で、船首が０６２度を向いていたとき、左舷船首１６度

２９０メートルのところに、Ｂを視認することができ、そのまま漂泊

を続けていれば、Ｂが自船の船首方を１５０メートル隔てて無難に航

過する態勢であったが、周囲を一見して航行の支障となる他船がいな

いと思い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、

Ｂを見落としたまま発進し、針路をＢの前路に向く０９６度に定めて

増速を始め、手動操舵によって、Ｂの前路に進出した。 

こうして、ａ受審人は、１３時０５分僅か前至近に迫ったＢに気付

いて左舵をとったものの、及ばず、１３時０５分一之瀬三角点から 

３１５度５４０メートルの地点において、Ａは、船首が００６度を向
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き、９.４ノットの速力（対地速力、以下同じ。）となったとき、そ

の右舷中央部にＢの船首が、前方から２４度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力２の東北東風が吹き、視界は良好であった。 

また、Ｂは、最大搭載人員が３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ｂ

受審人が１人で乗り組み、知人２人を同乗させ、遊走等の目的で、船

首尾０.４メートルの等喫水をもって、同日１２時３５分河口湖西部

のマリーナを発し、うの島西方沖合に向かった。 

ｂ受審人は、前示の沖合に到着して付近で遊走を行い、発航したマ

リーナ北方の岬の東方沖合で停船し、遊泳を行ったのちに帰航するこ

ととし、周囲を一見して航行の支障となる他船がいないと考えて発進

し、１３時０４分僅か過ぎ一之瀬三角点から０００度１,０５０メー

トルの地点で、針路を２１０度に定め、２７.０ノットの速力で進行

した。 

ｂ受審人は、１３時０４分半少し過ぎ一之瀬三角点から３３６度 

６５０メートルの地点に達したとき、右舷船首１６度２９０メートル

のところで、その船首方を無難に航過する態勢で漂泊していたＡが発

進し、自船の前路に進出する状況となったものの、このことを知らな

いまま続航し、１３時０５分僅か前同乗者の声で至近にＡを目視で認

め、どうすることもできず、Ｂは、原針路及び原速力のまま、前示の

とおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは右舷中央部外板に破口等、Ｂは船首外板に亀裂等

をそれぞれ生じ、ａ受審人が前額部挫創等、Ａの旅客１人が右肋骨骨

折、ｂ受審人が骨盤骨折等、Ｂ同乗者２人が右有頭骨骨挫傷等及び右

下腿打撲等をそれぞれ負った。 

 

 （航法の適用） 
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本件は、河口湖において、東行中のＡと南下中のＢとが衝突したもの

であり、適用航法について検討する。 

本件は、河口湖が山梨県富士五湖水上安全条例の定める水域に該当し、

両船が互いに針路を横切る態勢で接近して衝突に至ったことから、同条

例第３条第１項第２号の航法の適用が考えられるが、事実の経過で示し

たとおり、衝突のおそれのある見合い関係が生じたのは、衝突の約１５

秒前であり、通常の運航方法をもって避航動作をとる十分な時間的、距

離的余裕があったとは認められないことから、同条同項同号を適用する

のは相当でない。 

その他、山梨県富士五湖水上安全条例には、本件に適用されるほかの

航法規定がないので、本件は、船舶が通航する際の常識を法律として成

文化した海上衝突予防法第３８条及び第３９条の船員の常務を準用して

律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、河口湖において、漂泊中のＡが、見張り不十分で、Ｂの

前路に向けて至近のところから発進し、Ｂの前路に進出したことによっ

て発生したものである。 

 ａ受審人は、河口湖において、漂泊中、帰航のために発進する場合、

接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意

義務があった。ところが、同人は、周囲を一見して航行の支障となる他

船がいないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、

無難に航過する態勢であったＢに気付かず、同船の至近のところから発

進し、Ｂの前路に進出して衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を

生じさせ、Ａの旅客１人、ｂ受審人及びＢの同乗者２人をそれぞれ負傷

させ、自身も負傷するに至った。 
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 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人の行為は、本件発生の原因とならない。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和７年９月３０日 

     横浜地方海難審判所 

          審 判 官  米  倉     毅 

 


